
第75期定時株主総会

法令及び定款に基づく電子提供措置事項（交付書面省略事項）

① 事 業 報 告 の 「業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め の 体 制」

「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

株式会社 ＮａＩＴＯ

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主

様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供

措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。
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１. 業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムに関する基本方針を以下

のとおり定めております。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、取締役、社員を含めた企業としての果たすべき役割を定めた企業行動憲章に

おいて関係法令・国際ルールの遵守をうたっており、その周知徹底を図っています。

また、社員に対しては、社員行動規準を定め、各人がこれを日常的に実践すること及

び法令・社内諸規程等の遵守を継続的に啓発しています。

② 法務審査室をコンプライアンス統括部署とし、法令・社内諸規程等の遵守体制の整備

を図るとともに、教育・研修を通じて関係部署に対しコンプライアンスに関する啓発

を行っています。

③ 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、取締役の職務執行について法

令・定款及び監査等委員会規程に従い、監査等委員会が定める監査方針・業務分担等

により監査を行っています。

④ 内部監査部門として、社長直轄組織である内部監査室を設置し、内部監査規程に従い

監査を実施し、監査結果を社長に報告しています。

⑤ 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、財務報告に係る内部統

制の基本方針に基づき、内部監査室が内部統制の評価を行い、評価結果を社長に報告

しています。また、内部統制の整備・運用の全社的な推進・調整等を行う内部統制推

進委員会を設置し、社長からの指示を受け継続的に改善等を行っています。

⑥ 企業行動憲章、法令、社内諸規程及びそのほかコンプライアンスに著しく反する行為

の社内通報システムとして、人事総務室及び法務審査室内に企業倫理相談窓口を設置

し通報に対応しています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役会議事録は取締役会規程に基づき事務局が適切かつ確実に永久保存し、10年間

は備え置くものとしています。

② その他取締役の職務の執行に係る文書については、文書管理規程に基づき適正な保

存・管理を図るとともに、取締役・監査等委員会が必要に応じて閲覧できる体制とし

ています。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 「リスク管理規程」を制定し、様々なリスクに対して的確な管理・実践ができる体制

を整備しています。

② 法務審査室は、各部門と連携し企業をとりまく様々なリスクに対応する体制を整備し

ています。

③ 当社は経営成績、財政状態、株価等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクとして

以下のa～eのリスクを認識し、法務審査室においてその対応部署を定めるとともに、

毎年リスクの見直しを行っています。

a. 事業環境変動によるリスク

b. 金利変動によるリスク

c. 取引先与信のリスク

d. 商品在庫に関するリスク

e. 災害・事故等によるリスク

④ 対応部署は、必要に応じて規程・細則・マニュアルの新設・改廃や教育・啓発を行

い、リスクが顕在化した場合の影響を最小限にとどめる体制を整えています。

⑤ 緊急事態が発生した場合には、当該部署責任者は取締役会、経営会議、人事総務室及

び法務審査室へ報告するとともに、対策を検討し実行します。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会については、法令・定款のほか取締役会規程に基づきその適切な運営を確保

しています。

② 取締役会は毎月１回開催することを原則とし、必要に応じて臨時に開催の上、会社の

業務執行の決定や取締役の職務執行の監督等を行っています。

③ 経営会議は、経営会議規程に基づき毎月１回開催することを原則とし、取締役会の管

理統制のもと職務権限に基づき迅速な業務執行の具体策の決定を行っています。

④ 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程及び職務権限

規程を定め、それぞれの業務の担当区分・責任者・執行手続を明確にしています。

(5) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するた

めの体制

① 当社及び子会社は、親会社において定めている関係会社管理・運営規程に基づき、当

社を管理主管する親会社の担当部署の統括・管理・支援・指導を受けています。
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② 当社及び子会社の経営に関する重要事項については、当社及び親会社の職務権限規程

並びに親会社の関連諸規程に基づき、親会社への報告を行っています。

③ 定期的に開催されるグループ会社社長会議等において、経営課題等の討議を行うとと

もに相互連携の強化や情報の共有化を図っています。また、監査体制として、当社監

査等委員会監査の他、親会社の業務分掌規程に基づく同監査部による監査を受け、業

務の適正化の確保・向上に努めています。

④ 当社及び子会社は、必要に応じて親会社の監査役による調査を受けています。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用

人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに

当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

① 監査等委員会から要求があった場合、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く

ものとしています。

② 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を行い

ます。

③ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事考課及び賞罰などについて

は、監査等委員会と事前に協議することとしています。

(7) 当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員

会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会

の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査等委員会へ報告をしたこと

を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 取締役及び使用人は業務執行に際し、職務権限規程に従い重要事項については監査等

委員会に報告しています。

② 下記の事象が発生した場合は、当社及び子会社の関係取締役及び当該部署責任者は監

査等委員会へ報告します。

a. 当社及び当社グループに重要な損害を及ぼすおそれのある事実

b. 重大な不正行為

c. 法令・定款に違反する重大な事実

d. 企業倫理相談窓口の相談内容のうち重要と判断したもの

前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及

び使用人に報告を求めることができるものとしています。

なお、当社及び子会社は、これらの報告を行った者が不利益な取扱いを受けないよう

確保します。
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(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査等委員会及び内部監査室は、相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正

かつ効率的な監査を行っています。

② 監査等委員会は監査結果等について直接社長に報告し、意見交換等を行っています。

③ 監査等委員会が、必要に応じて公認会計士及び弁護士等の外部の専門家に相談をした

場合の費用、その他の監査等委員会の職務の執行に伴い生ずる費用は当社が負担しま

す。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

① 当社は、企業行動憲章の定めのとおり、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な

社会生活の発展を妨げる反社会的勢力及び団体に対しては決して関係は持たず、毅然

たる態度で対応します。

② 反社会的勢力及び団体に対する対応部署を人事総務室及び法務審査室とし、社内関係

部署及び所轄警察署や顧問弁護士等外部機関との協力関係の整備を図っています。
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２. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりで

あります。

① 取締役の職務執行

当社は、取締役会及び経営会議をそれぞれ原則毎月１回開催しております。業務執行

に係る重要案件については、取締役会への上程前に経営会議で審議することにより、取

締役の職務執行の適正性・効率性を図っております。なお、当事業年度につきまして

は、取締役会を12回、経営会議を25回開催しております。

② コンプライアンス体制

当社は、企業行動憲章に基づき、取締役及び社員に対し、その階層に応じて必要なコ

ンプライアンスについて、社内での教育及び会議体での説明等を行い、法令・社内諸規

程等を遵守するための取り組みを継続的に行っております。また、企業倫理相談窓口規

程により相談・通報体制を設けており、コンプライアンスの実効性向上に努めておりま

す。

③ リスク管理体制

当社は、内部統制推進委員会を中心として、リスク発生の未然防止及びリスク管理に

取り組む体制を構築しております。毎年リスクの見直しを行い、企業を取り巻く様々な

リスクに対応できるよう社内諸規程等の整備や啓発活動を進めております。なお、当事

業年度につきましては、内部統制推進委員会を３回開催しております。

④ グループ管理体制

当社グループの経営に関する重要事項については、職務権限規程に基づき管理を行っ

ております。また、適宜会議等を開催し、財務状況及び業務執行状況の報告を受け、討

議を行っております。

⑤ 監査等委員会の職務執行

業務執行に係る重要事項については、監査等委員は取締役会及び経営会議など重要な

会議に参加するとともに、必要に応じて適宜意見を述べております。また、職務権限規

程に基づく申請書の閲覧・確認等により監査等委員会に対する報告体制は整備されてお

ります。

監査等委員は、内部監査室と適時・適切な情報交換をしており、適正かつ効率的な監

査とすべく、監査計画に基づく監査を実施しております。また、社長及び会計監査人と

の面談も定期的に実施しており、必要に応じて適宜意見交換も行っております。
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連結株主資本等変動計算書

(令和７年３月１日から
令和８年２月28日まで)

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,291 2,285 8,292 △10 12,858

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △219 △219

親会社株主に帰属する当期純利益 284 284

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 65 65

当 期 末 残 高 2,291 2,285 8,357 △10 12,923

その他の包括利益累計額

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 4 50 △2 52 12,911

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △219

親会社株主に帰属する当期純利益 284

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

33 20 108 162 162

連結会計年度中の変動額合計 33 20 108 162 227

当 期 末 残 高 37 70 106 214 13,138
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１. 連結の範囲に関する事項

・連結子会社の数 １社

・連結子会社の名称 NAITO VIETNAM CO.,LTD.

２. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数及び名称

１社 SOMAT Co.,Ltd.

(2) 持分法を適用しない関連会社

会社等の名称 藤中工具(上海)有限公司

藤中工具(上海)有限公司は、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のNAITO VIETNAM CO.,LTD.の決算期は、12月31日であります。

連結計算書類の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務情報を使用しておりま

す。

４.会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない

株式等以外のもの

………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

②棚卸資産

商 品………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

貯 蔵 品………………最終仕入原価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産…………主として定率法

但し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、

平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～20年

構築物 10～15年

機械及び装置 12～17年

車両及び運搬具 ４年

工具、器具及び備品 ３～20年

② 無 形 固 定 資 産…………定額法

但し、自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金…………売上債権及び貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞 与 引 当 金…………従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金…………役員の退任により支出する役員退職慰労金に充てるため、内規に基

づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利

益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、切削工具・計測、産業機器及び工作機械等の販売を主な事業としております。当該商

品の販売については、商品の出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であ

るため、出荷時点で収益を認識しております。納品後の動作確認や設定作業が必要な工作機械等について

は、顧客に検収された時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断してい

ることから、顧客が検収した時点で収益を認識しております。収益は顧客との契約において約束された対

価から、値引等を控除した金額で測定しております。顧客への財又はサービスの提供における当社グルー

プの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額

で収益を算定しております。なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

（会計方針の変更に関する注記）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号令和４年10月28日。以下「令和

４年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しています。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、令和４年改正会計基準

第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第28号令和４年10月28日）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。な

お、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）

棚卸資産の評価

１.当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 5,093百万円

２.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループでは、棚卸資産は取得原価と連結会計年度末における正味売却価額のいずれか低い方の金額

で評価しております。ただし、一定の期間が経過し正常営業循環過程から外れた滞留棚卸資産については、

規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。しかし、市況や商品ライフサイクルの変化等に伴

い、帳簿価額を切り下げる棚卸資産が増加した場合には、翌連結会計年度に係る連結計算書類に影響を与え

る可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）

有形固定資産の減価償却累計額 468百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度
末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 54,789,510 － － 54,789,510

自己株式

普通株式 28,280 － － 28,280

２. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

令和７年５月20日
定時株主総会

普通株式 219 4.00 令和７年２月28日 令和７年５月21日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議
株式の
種類

配当金の
総額

(百万円)

配当の
原資

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

令和８年５月19日
定時株主総会

普通株式 219
利益
剰余金

4.00 令和８年２月28日 令和８年５月20日

2026年04月16日 13時30分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 11 ―

（金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、必要な資金については銀行借入により調達しております。また、デリバティブは為替変動リス

クを回避するために利用し、投機的な取引については行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投

資有価証券は、主に取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、仕

入先に対する営業保証金及び建物等の賃貸借契約における敷金等であり、仕入先及び賃借先の信用リスク

に晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は１年以内の支払期日であります。短期借入金は営業取引に係る資

金調達であります。この金利は変動金利であるため、金利変動のリスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建の債権・債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予

約取引であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社は、販売管理規程に従い、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権については取引先ごとに残高管

理を行っており、各営業部門及び法務審査室が定期的にモニタリングを行い財務状況等の悪化等による回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。差入保証金については、営業企画部及び人事総務室にて定期

的にモニタリングを行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資

有価証券については、定期的に時価や発行先の財務状況の把握に努めております。外貨建ての債権・債務

については為替予約によるヘッジを行い、為替リスクの低減を図っております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

(5) 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権について特定の大口顧客に対するものはありません。
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２. 金融商品の時価等に関する事項

令和８年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでご

ざいます。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（*1）

時価（*1） 差額

(１) 投資有価証券

その他有価証券 186 186 －

(２) 差入保証金 1,564 1,475 △89

(３) デリバティブ取引（*2） (0) (0) －

（*1） 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（*2） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注) 1. 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」につ

いては、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しております。

2. 市場価格のない株式等は「（１）投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金

融商品の連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

投資有価証券
その他有価証券

180
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３．金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分けて分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

186 － － 186

デリバティブ取引 － － － －

資産計 186 － － 186

デリバティブ取引 － 0 － 0

負債計 － 0 － 0

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 1,475 － 1,475

資産計 － 1,475 － 1,475

負債計 － － － －
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投資有価証券（その他有価証券）

上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。

差入保証金

これらの時価は、返還予定時期を合理的に見積り、将来キャッシュフローと国債の利回り等適切な指標を基

に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは切削工具、計測、産業機器、工作機械等の販売及びこれら付帯業務の単一セグメントであ

るため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下

のとおりであります。

当連結会計年度（百万円）

切削工具 22,311

計 測 3,926

産業機器・工作機械等 17,280

顧客との契約から生じる収益 43,518

外部顧客への売上高 43,518

２．収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「連結注記表（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事

項に関する注記等）４.会計方針に関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
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３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高）

受取手形 1,037

売掛金 5,498

電子記録債権 2,321

期首残高 合計 8,857

顧客との契約から生じた債権（期末残高）

受取手形 108

売掛金 5,625

電子記録債権 3,185

期末残高 合計 8,919

契約負債（期首残高） 32

契約負債（期末残高） 30

(注) 1. 契約負債は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に計上しています。
2. 当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は32百万

円であります。
3. 契約負債は顧客との契約に基づく支払条件により、顧客から受け取った前受金であり、収益の認識

に伴い取り崩されます。
4. 当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要なものはあ

りません。

（２）残存履行義務に分配した取引価格

当社グループにおいて、当初の予想される契約期間が1年を超える重要な取引を認識していないため、

実務上の便法を適用し、残存履行業務に関する情報は開示しておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１. １株当たり純資産額 239円93銭

２. １株当たり当期純利益 ５円19銭
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（その他の注記）

１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

（１）当該資産除去債務の概要

事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務等であります。

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から５年～15年と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りを

使用して資産除去債務の金額を計算しております。

（３） 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 26百万円

時の経過による調整額 0百万円

期末残高 26百万円
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株主資本等変動計算書

(令和７年３月１日から
令和８年２月28日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 2,291 2,285 2,285 4,000 4,226 8,226

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △219 △219

当 期 純 利 益 291 291

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 72 72

当 期 末 残 高 2,291 2,285 2,285 4,000 4,298 8,298

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △10 12,792 4 4 12,796

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △219 △219

当 期 純 利 益 291 291

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

33 33 33

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 72 33 33 106

当 期 末 残 高 △10 12,864 37 37 12,902
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

その他有価証券

市 場 価 格 の な い

株式等以外のもの

………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

貯 蔵 品………………最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有 形 固 定 資 産………………定率法

但し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、

平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～20年

構築物 10～15年

機械及び装置 12～17年

車両及び運搬具 ４年

工具、器具及び備品 ３～20年

(2) 無 形 固 定 資 産………………定額法

但し、自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
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３．重要な引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金…………………売上債権及び貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞 与 引 当 金…………………従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。

(3) 退 職 給 付 引 当 金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上することとしておりますが、

当事業年度末においては前払年金費用計上のため、退職給付引当金

は計上しておりません。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に

よっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理することとし

ております。

(4) 役員退職慰労引当金…………………役員の退任により支出する役員退職慰労金に充てるため、内規に基

づく当事業年度末要支給額を計上しております。

４．退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方

法と異なっております。
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５．収益及び費用の計上基準

当社は、切削工具・計測、産業機器及び工作機械等の販売を主な事業としております。当該商品の販売につ

いては、商品の出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点

で収益を認識しております。納品後の動作確認や設定作業が必要な工作機械等については、顧客に検収された

時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客が検収し

た時点で収益を認識しております。収益は顧客との契約において約束された対価から、値引等を控除した金額

で測定しております。顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について

は、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を算定しております。なお、取引の対価

は履行義務を充足してから１年以内に受領しております。

（会計方針の変更に関する注記）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号令和４年10月28日。以下「令和

４年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しています。

法人税等の計上区分に関する改正については、令和４年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）

棚卸資産の評価

１.当事業年度の計算書類に計上した金額 5,066百万円

２.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「（会計上の見積りに関する注記）」に記載した内容と同一であります。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 467百万円

２．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 117百万円

短期金銭債務 9百万円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高の総額

営業収益 699百万円

営業費用 179百万円

営業外収益 13百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 28,280

（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

棚卸資産 67百万円

賞与引当金 58百万円

役員退職慰労引当金 13百万円

その他 82百万円

繰延税金資産小計 221百万円

評価性引当額 △17百万円

繰延税金資産合計 203百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △17百万円

前払年金費用 △21百万円

その他 △27百万円

繰延税金負債合計 △66百万円

繰延税金資産の純額 136百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％

交際費等永久に損金に

算入されない項目
1.4％

住民税均等割 6.5％

受取配当等の益金不算入額 △0.8％

評価性引当額 △1.0％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7％
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（関連当事者との取引に関する注記）

当社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
議決権等の所有
(被所有)割合

(％)
関連当事者との関係

親会社 岡谷鋼機株式会社
愛知県
名古屋市
中区

9,128

鉄鋼・機械、
情報・電機、
産業資材、
生活産業の
売買・製造等

(被所有)
直接 45.65

役員兼任有、
物流センターの賃借、
商品の売買

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

商品の売上 102 売掛金 7

商品の仕入 116 前払費用 0

家賃の支払 52 買掛金 9

その他の営業費用 5

その他の営業外収益 0

取引条件及び取引条件の決定方針

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

家賃については、近隣相場等を勘案し、協議の上で決定しております。

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎となる情報

個別注記表「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）５．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記

載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１. １株当たり純資産額 235円62銭

２. １株当たり当期純利益 ５円32銭

（その他の注記）

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2026年04月16日 13時30分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）


